
暮らし・にぎわい再生事業
うち、都市機能まちなか立地支援事業の創設

１．目 的

現在、中心市街地は、居住人口の減少、公共公益施設の移転や郊外大型店の立地

といった原因により衰退している。これまでの中心市街地活性化施策は、商業振興

に偏り、生活空間としての都市機能集積への取組、地権者を巻き込んだまちづくり

の取組や「選択と集中」が不十分であった。このような反省点を踏まえ、中心市街

地の再生を図るため、まちなかの暮らし・にぎわいの再生に資するまちづくりへの

支援を推進する。

２．概 要

中心市街地の再生を図るため 「選択と集中」の考え方に基づき、意欲のある地、

区を選定し、都市機能のまちなか立地及び空きビルの再生並びにこれらに関連する

賑わい空間施設整備や計画作成・コーディネートに要する費用について総合的に支

援する事業を創設する。

３．事業効果

中心市街地への都市機能の立地を総合的に支援することにより、まちなかのにぎ

わいの回復が図られ、多くの住民にとって暮らしやすいまちづくりが促進される。

暮らし･にぎわい再生事業

都市機能の導入や空きビル再生を中心としたまちづくりにより、まちなかの暮らし・にぎわいを再生

事業主体
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都市機能まちなか立地支援

病院・社会福祉施設等のまちなか
への立地を支援

空きビル再生支援
空きビル等の公共公益施設・
集客施設への改修・コンバージョン
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※今後の検討状況により名称等は変更の可能性がある


